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五島市子育てサービス利用者支援事業（基本型）業務に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

  五島市では、少子高齢化が進み、地域における子育て世帯への支援の力が低下す

る中、家庭問題の複雑化は進み、支援を必要とする家庭は年々増加している。  

本事業は、子育て世帯の身近な存在として様々な子育て支援情報提供の一元化を

図り、行政で把握できていない悩みや困りごとを拾い上げ、行政や関係機関との情

報共有、連携を強化していくことで、子育てに関する問題の解消、潜在化の防止を

目的とする。 

また、重層的支援体制整備事業の趣旨を踏まえ、地域生活課題を抱える地域  

住民及びその他の世帯に対する包括的な支援体制を整備する観点から、相談者  

の属性や世代に関わらず、相談の受け止め方や関係機関との協働による世帯全  

体への必要な支援を行うものとする。 

 

２ 業務概要 

(1) 業務名   五島市子育てサービス利用者支援事業（基本型）業務委託 

(2) 業務内容  別添「業務委託仕様書」のとおり 

(3) 委託期間  令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

         ※契約は本契約に係る予算の配当があること、及び履行実績が

良好であることを条件とし、令和８年度から令和１０年度ま

でについて、新たに契約を結ぶことを認める。 

          ※契約期間中であっても、国の制度変更により委託内容を変更

する場合がある。 

(4) 履行場所  五島市福江総合福祉保健センター２階 研修室 

(5) 提案上限額 9,337,000 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

３ 応募資格要件 

プロポーザルに参加することができる団体（以下「参加団体」という。）は、次の

要件を全て満たすものとする。 

(1) 五島市内で活動する次のア又はイのいずれかに該当する法人である者 

ア 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２２条に規定する社会福祉法人 

イ 特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規定する特

定非営利活動法人 

(2) 次のア及びイに該当する者 

ア 五島市の子育て支援施策について、目的等を十分に理解し、市あるいは地域

との連携をもって子育て支援の取り組みを継続して実施する者 

イ 次に掲げる書類を、参加表明書の提出期限までに提出し、市長からプロポー

ザルの参加資格を有することの確認を受けた者 
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(ｱ) 申込日前３月以内に発行された履歴事項全部証明書（登記簿謄本） 

(ｲ) 申込日前３月以内に発行された次に掲げる税の滞納のない証明書 

a 五島市市民生活部税務課において発行する法人市民税の納税証明 

b 法人税、消費税及び地方消費税の未納がない証明書 

(ｳ) 暴力団等排除に関する誓約書 

(ｴ) その他参加資格を確認するに当たって必要となる書類 

(3) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に

該当しない者 

(4) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない者 

(5) 役員に次の各号に該当する者がいない者 

 ア 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 

 イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくな

った日から２年を経過しない者 

 ウ 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者 

(6) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項の規定による再生 

手続開始の申立てをしている者若しくは同条第２項の規定による申立てをなさ

れている者（同法第３３条第１項の再生手続開始の決定を受けた者を除く。）又は

会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項の規定による更生手続

開始の申立てをしている者若しくは同条第２項の規定による更生手続開始の申

立てをなされている者（同法第４１条第１項の更生手続開始の決定を受けた者を

除く。）のいずれにも該当しない者 

(7) 特定非営利活動促進法第１２条第１項第３号イ又は同号ロに掲げる団体に該

当しない者 

(8) 五島市各種契約等における暴力団等の排除措置に関する要綱（平成２４年五

島市告示第１５６号）第３条に規定する排除措置を受けていない者 

 

４ 実施要領の取得の方法並びに交付の期間及び場所 

実施要領は五島市ホームページからダウンロードして取得すること。ただし、ダ

ウンロードによる取得が困難な場合は、事前に担当課に連絡があった場合に限り、

次に掲げる交付期間及び交付場所において、書面により交付するものとする。 

(1) 実施要領の交付期間 

  公告日から令和７年２月１７日（月）までの期間（五島市の休日を定める条例

（平成１６年五島市条例第２号）第１条第１項に規定する市の休日（以下「休日」

という。）を除く。）の９時から１７時まで。ただし、２月１７日（月）は１６時

まで。 

(2) 実施要領の交付場所 

  五島市三尾野一丁目７番１号 福江総合福祉保健センター３階 

  五島市福祉保健部こども未来課子育て支援班（電話：０９５９-７４-５８３１） 
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５ 参加表明書の提出の期限、場所及び方法 

(1) 参加表明書の提出期限 

令和７年２月１７日（月）１７時必着（郵送により提出する場合は、出期限内

に担当課に到達しているものに限り受け付ける。） 

(2) 参加表明書の提出場所及び提出方法 

プロポーザルに参加しようとする者は、公募型プロポーザル参加表明書（実施

要領様式第１号）を作成し、持参、郵送（配達証明付き書留郵便による送付に限

る。）その他宅配の方法（郵便法（昭和２２年法律第１６５号）第４条第２項及び

民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第

１項に規定する信書の送達ができる方法に限る。）により担当課に提出しなければ

ならない。電子メール及びＦＡＸによる提出は受け付けない。 

 

６ 提案書等の提出要請等 

参加資格を有することを確認することができた者については、公募型プロポーザ

ル参加資格確認通知書（以下「通知書」という。）によりその旨を通知するとともに、

プロポーザル参加要請書により提案書（実施要領様式第４号）及び必要書類（以下

「提案書等」という。）の提出を要請する。 

なお、参加資格を有することを確認することができなかった者については、その

旨及びその理由を通知書により通知する。 

通知予定日 令和７年２月１８日（火） 

 

７ スケジュール 

公募開始（公告） 令和７年２月 ７日（金） 

参加表明書の提出期限 令和７年２月１７日（月）１７時［必着］ 

質問書の提出期限 令和７年２月１７日（月）１７時［必着］ 

参加資格確認通知書送付 令和７年２月１８日（火） 

質問書への回答 令和７年２月２０日（木）までに回答及び五島

市ＨＰへ掲載 

提案書等の提出期限 令和７年２月２５日（火）１７時［必着］ 

審査（プレゼンテーション審査） 

（対面又はＷＥＢ） 

令和７年２月２８日（金）［予定］ 

 

審査・選定結果通知 令和７年３月３日（月）［予定］ 

契約締結 令和７年４月１日（火）［予定］ 

 

８ 実施要領及び業務委託仕様書に対する質問・回答に関する事項 

(1) 質問の方法 

実施要領及び業務仕様書（以下「仕様書等」という。）に対する質問がある場合
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は、質問書（実施要領様式第３号）に質問事項を記載の上、電子メール又はＦＡ

Ｘにより質問書送信先に送信すること。あわせて、質問書を送信した旨を電話に

より担当課へ連絡すること。なお、提出書類に関する記入方法など事務手続きに

関するものを除き、電話、口頭等による照会には応じないので留意すること。 

(2) 実施要領等に対する質問の提出期限 

令和７年２月１７日（月）１７時必着 

(3) 質問書送信先 

五島市福祉保健部こども未来課子育て支援班 

E-mail:kodomo@city.goto.lg.jp 

ＦＡＸ：０９５９-７４-５８３２ 

(4) 質問に対する回答 

提出された質問書については、令和７年２月２０日（木）１７時までに、質

問者に対して電子メール又はＦＡＸで回答するとともに、同日以後五島市ホー

ムページに掲載し、閲覧に供する。この場合において、質問者名は公表しない。

ただし、質問の内容が質問者の具体的な提案内容に密接に関係する場合は、五

島市ホームページには掲載しない。また、質問の内容によっては、回答を控え

る場合がある。 

 

９ 提案書等の提出の期限、場所及び方法 

(1) 提案書等の提出期限 

令和７年２月２５日（火）１７時必着（提出期限内に担当課に到達しているこ

と。） 

(2) 提案書等の提出場所及び提出方法 

担当課に持参、郵送（配達証明付き書留郵便による送付に限る。）その他宅配

の方法（郵便法第４条第２項及び民間事業者による信書の送達に関する法律第

２条第１項に規定する信書の送達ができる方法に限る。）により提出すること。 

(3) 提出書類 

ア 提案書（様式第４号） 

イ 五島市子育てサービス利用者支援事業（基本型）実施計画書（実施要領様式

第５号） 

  記載及び提案内容は、五島市子育てサービス利用者支援事業（基本型）業務

委託仕様書をふまえて、様式の項目に従って、それぞれの考え方及びその具体

的な方法（内容）について記載してください。  

ウ 実施スケジュール（任意様式） 

エ 法人の概要(任意様式）既存のパンフレットで可 

オ 提案内容に即した見積書（任意様式：積算内訳を記載したもの) 

カ 定款（押印のあるもの） 

キ 直近の決算報告書（貸借対照表、損益計算書） 
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(4) 提出部数 ６部（正本１部、副本５部。Ａ４サイズに統一、両面印刷） 

 

１０ 審査に係る事項 

(1) 審査方法 

ア 提案書及びプレゼンテーションを基にあらかじめ設定した審査基準に沿っ

て、審査員が評価・採点を行い、総評価点が最高点の者を委託候補者とする。 

イ 最高点の者が複数いる場合は、原則として提案金額の安価な提案者を委託 

候補者とする。 

ウ 提案者が１者のみの場合は、各審査員の評価点の合計が満点の６０点以上 

の評価を得た場合に、当該応募者を委託候補者とする。６０点未満の場合に

は再度、公募を実施する。 

(2) プレゼンテーションの内容 

  プレゼンテーションは、提案内容の説明２０分間、質疑応答１０分間を基本

として参加者ごとに行います。 

なお、プロジェクター等を使用する場合は、事前にご連絡ください。 

(3) プレゼンテーション予定日：令和７年２月２８日（金） 

日時、留意事項等の詳細については、別途、プレゼンテーション予定表にて

通知する。プレゼンテーションの方式は、参加者の希望に応じて対面またはＷ

ＥＢ会議システムを使用した方式とする。ＷＥＢ会議システムを使用する場合

は、プレゼンテーションの数日前に五島市からＵＲＬを送付し、事前に接続テ

ストを行ったうえで実施する。 

 

１１ 受託候補者の選定 

(1) プロポーザル選定委員会は、提出された提案書及びプレゼンテーションを次

に定める基準に基づき評価し、評価の結果を基に、受託候補者を選定する。 

［評価基準］ 

審査項目 評価基準 配点 

実施体制等 

①本業務に対する熱意がある。 10 

②事業の実施にあたり必要な実施体制、人員、連絡

体制等が確保されている。 
10 

③業務に対する資格又は実務経験を有している。 15 

④子育て支援事業について、有意な実績を有してい

る。 
10 

提案書の内容等 

⑤利用者との信頼関係を築くための取り組みや情

報提供を行うための方策が具体的である。 
10 

⑥こども家庭センターとの連携・支援体制づくりの

ための具体的方策が効果的かつ妥当である。 
10 

⑦地域の子育て支援について、地域との連携や利用 10 
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者への適切な支援を行うための効果的な提案で

ある。 

⑧提案者自身の強み・特性が本事業の実施におい

て、さらにサービス向上を図れる要素がある。 
15 

業務コスト ⑨見積金額の積算根拠は妥当である。 10 

(2) 選定又は非選定の通知 

選定又は非選定の結果は、全ての提案者に対し、令和７年２月２８日（金）（予

定）に通知する。 

(3) 評価結果の公表 

評価結果は、五島市ホームページ及び五島市役所行政資料室に掲載する方法に

より公表する。 

(4) 業務委託契約 

市は、選定された受託候補者と五島市財務規則（平成１６年五島市規則第４３

号）に基づき業務委託契約を締結する。なお、契約内容については、提案内容を

基に決定する。契約締結にあたっては、提案時に参考見積りを徴取している場合

であっても、改めて本見積書を徴取する。 

 

１２ 契約書作成の要否：要 

 

１３ 年度開始前準備行為 

   本プロポーザルについては、令和７年度予算の成立を前提に行う年度開始前準

備行為であり、本業務委託における予算が成立した場合には、当該契約予定者と

令和７年４月１日に契約を行うこととなります。 

なお、本業務委託における予算が成立しなかった場合には契約は行いません。

この場合、本プロポーザルに要したすべての費用について五島市に請求すること

ができず、本プロポーザルの参加者の負担となりますのでご注意ください。 

 

１４ その他 

(1) プロポーザルにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本通貨に限る

ものとする。 

(2) 提出期限までに参加表明書が担当課に到達しなかった者及び参加資格を有す

ることを確認することができなかった者については、提案書等を提出することが

できないものとする。 

(3) 参加表明書及び提案書等の作成及び提出に係る費用は、提案者の負担とする。 

(4) 提出された参加表明書及び提案書等は、返却しない。 

(5) 提出された参加表明書及び提案書等は、提案者に無断で参加資格の確認及び

受託候補者の選定の事務以外に使用しない。 

(6) 提出期限後における参加表明書及び提案書等の差替え及び再提出は認めない。 
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(7) 次のア及びイに該当する場合は、以後の参加資格を喪失し、参加表明書及び 

提案書を無効とする。また、指名停止措置を行うことがある。 

ア 参加資格を満たさないこととなった場合 

イ 参加表明書、提案書等に虚偽の記載をした場合 

(8) 成果物に関する権利は、受託候補者固有の知識及び技術を除き、全て本市に 

帰属する。 

(9) 受託候補者は、受託業務を実施する場合においては、担当課と綿密に打合せを

行うなど、相互の信頼関係を維持し、かつ、守秘義務を遵守しなければならない。

また、業務委託契約終了後においても、受託業務に関し知り得た情報を一切漏洩

してはならない。 

 

１５ 担当課 

〒８５３－００６４ 

五島市三尾野一丁目７番１号 福江総合福祉保健センター３階 

五島市福祉保健部こども未来課子育て支援班 

電 話 ０９５９－７４－５８３１ 

ＦＡＸ ０９５９－７４－５８３２ 

E-mail kodomo@city.goto.lg.jp 


